
決算書掲載頁　P305・P307

内
訳

後期高齢者医療制度財政のうち一定部分は、医療保険者を通じ、国保や健保組合等の被保険者が負担することとさ
れ、その負担分は、社会保険診療報酬支払基金を通じて後期高齢者医療制度に交付されるが、この費用に充てるた
め、各医療保険者は支払基金へ後期高齢者支援金等を納付する。

支払基金に対し、年度ごとに後期高齢者支援金等を適正に納付する。
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事業： 後期高齢者支援金 1239
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で当事業を実施した。
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現役世代（７５歳未満）の被保険者一人当たり負担額に、被保険者数を乗じて算定される、当該年度の概算納付額と
前々年度の精算金額の合計を、後期高齢者支援金等として納付する。
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会　計

後期高齢者医療制度財政のうち一定部分は、医療保険者を通じ、国保や健保組合等の被保険者が負担することとさ
れ、その負担分は、社会保険診療報酬支払基金を通じて後期高齢者医療制度に交付されるが、この費用に充てるた
め、各医療保険者は支払基金へ後期高齢者支援金を納付する。
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直営 平成20年度 高齢者の医療の確保に関する法律第118 条第２項

社会保険診療報酬支払基金

支払基金に対し、年度ごとに後期高齢者支援金等を適正に納付する。
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事業：後期高齢者支援金                                

１．後期高齢者支援金 

高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢世代と若年世代の負担の明確化等を図る観点から、７５歳

以上の高齢者等を対象とした後期高齢者医療制度が平成２０年４月から施行され、患者負担を除く後期高齢者医

療制度の医療費の約４割を各医療保険者がそれぞれの加入者数（０歳から７４歳の加入者数）等に応じて、後期

高齢者支援金として負担している。 

各医療保険者は加入者から支援金に相当する分も併せて保険料として徴収し、それを各医療保険者が社会保険

診療報酬支払基金に支援金として支払い、これを財源として社会保険診療報酬支払基金が後期高齢者医療制度へ

の交付金として交付している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細事業：後期高齢者支援金                            

１．後期高齢者支援金 

平成２４年度の概算額と前々年度の精算額を調整した額を、後期高齢者支援金として社会保険診療報酬支払基金

に支払った。 

平成２４年度の概算額は、加入者一人当たりの負担額４９，５２２円に加入者見込み人数を乗じた１，５５２，

９１０，８７６円であり、これに前々年度の概算額と確定額との差額としての精算額を調整し、後期高齢者支援金

として１，５６３，７８４，４２３円を支払った。 

 

 

 

 


